
鮮
明
に
し
、
解
決
の
た
め
の
具
体
計
画
の
策
定
を
強
く
せ
ま
っ
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

ま
た
、
指
針
の
内
容
を
も
と
に
住
宅
対
策
の
展
望
に
つ
い
て
各
方

面
で
活
発
な
論
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
強
く
望
む
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
、
順
を
追
っ
て
若
干
の
説
明
を
お
こ
な
い
、
指
針

て
及
び
関
係
資
料
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

いつ
．

と

一
、
部
落
に
お
け
る
住
宅
対
策
の
経
緯

Ｊ
 

針轆
①
部
落
に
お
け
る
住
宅
対
策
の
柱
と
し
て
は
、
公
営
住
宅
建
設

』
曰

。
事
業
と
住
宅
地
区
改
良
事
業
（
小
集
落
地
区
改
良
事
業
を
含
む
）
と

Ｊ
 

加
が
あ
る
。

の
ま
ず
、
公
営
住
宅
建
設
事
業
の
始
ま
り
は
一
九
四
五
年
九
月
の

縦
「
戦
災
都
市
応
急
簡
易
住
宅
建
設
要
綱
」
に
基
づ
く
越
冬
用
応
急
簡

脚易住宅の建設である。
宅
と
の
簡
易
住
宅
は
、
そ
の
後
毎
年
、
全
国
で
四
万
戸
程
度
建
設
ざ

雌
れ
て
き
た
が
、
住
宅
難
が
解
消
し
な
か
っ
た
た
め
、
恒
久
性
と
計
画

榊
性
を
も
っ
た
制
度
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
っ
た
Ｃ

同
こ
の
た
め
、
住
宅
審
議
会
の
意
見
を
い
れ
て
、
議
員
提
案
に
よ

剛
り
、
公
営
住
宅
法
が
、
「
国
及
び
地
方
自
治
体
が
協
力
し
て
、
健
康

状
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
に
足
り
る
住
宅
を
建
設
し
、
こ
れ
を
住
宅

一
妬
に
困
窮
す
る
低
額
所
得
者
に
対
し
て
低
廉
な
家
賃
で
賃
貸
す
る
こ
と

必
特
集
４

大
阪
府
は
、
一
九
八
九
年
三
月
一
一
曰
付
で
、
「
大
阪
府
同
和
地

区
住
宅
対
策
の
今
後
の
方
向
Ｉ
指
導
指
針
Ｉ
」
を
策
定
し
た
．

住
宅
対
策
は
、
部
落
の
環
境
改
善
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
間
、
行
政
交
渉
な
ど
を
通
じ
て
、
部
落
に
お
け

る
住
宅
政
策
の
今
曰
的
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
強
力
な

と
り
く
み
を
要
求
し
て
き
た
。
今
回
の
指
針
策
定
は
、
そ
の
成
果
で

あ
る
。

指
針
の
も
つ
積
極
的
な
意
味
は
、
何
よ
り
こ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
の

要
求
の
成
果
と
し
て
策
定
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
今
回
の

は
じ
め
に

「
大
阪
府
同
和
地
区
住
宅
対
策
の
今
後
の
方
向
」

（
指
導
指
針
）
に
つ
い
て

に
よ
り
、
国
民
生
活
の
安
定
と
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
」
と
し
て
、
一
九
五
一
年
七
月
に
施
行
さ
れ
た
。

大
阪
府
下
全
体
で
、
同
法
を
根
拠
と
し
て
建
設
さ
れ
た
同
和
向
公

営
住
宅
は
、
一
九
八
九
年
三
月
一
一
一
一
曰
現
在
で
、
一
一
、
四
四
六
戸

で
あ
る
。

な
お
、
住
宅
地
区
改
良
法
の
施
行
に
先
立
っ
て
、
公
営
住
宅
法
に

基
づ
く
改
良
住
宅
（
第
一
六
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
入
居
で
き
る
第

一
一
種
公
営
住
宅
）
が
大
阪
市
に
お
い
て
六
三
一
一
戸
建
設
さ
れ
た
。

②
一
方
、
部
落
の
住
宅
対
策
の
も
う
一
つ
の
柱
で
あ
る
住
宅
地

区
改
良
事
業
の
根
拠
法
、
住
宅
地
区
改
良
法
の
前
進
で
あ
る
、
一
九

二
七
年
に
施
行
さ
れ
た
「
不
良
住
宅
地
区
改
良
注
」
は
、
新
憲
法
下

で
適
用
す
る
上
で
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
有
し
て
い
た
。

こ
の
た
め
、
部
落
の
住
環
境
整
備
に
比
較
的
熱
心
に
と
り
く
ん
で

い
た
一
○
都
市
か
ら
な
る
関
西
一
○
都
市
連
絡
協
議
会
が
政
府
要
望

活
動
を
展
開
し
、
ま
た
、
国
会
で
も
部
落
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら

れ
、
こ
れ
を
受
け
て
、
内
閣
に
同
和
問
題
閣
僚
懇
談
会
が
設
置
さ
れ

た
。こ
の
よ
う
な
社
会
的
背
景
を
受
け
て
、
建
設
省
に
お
い
て
、
委
員

会
を
設
け
て
検
討
を
重
ね
、
住
宅
対
策
審
議
会
の
議
を
経
た
上
で
、

「
不
良
住
宅
が
密
集
す
る
地
区
の
…
…
環
境
の
整
備
改
善
を
図
り
、

健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
に
足
り
る
住
宅
の
集
団
的
建
設
を
促

進
し
、
も
っ
て
公
共
の
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
」
と
し
て
、

指
針
は
、
住
宅
を
め
ぐ
る
部
落
の
実
態
を
ふ
ま
え
、
居
住
生
活
の
安

定
向
上
の
た
め
に
、
残
さ
れ
た
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
解
決
の

た
め
に
今
後
の
住
宅
対
策
の
方
向
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
か
で

も
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
現
行
法
期
限
後
に
つ

い
て
も
「
課
題
」
へ
の
対
応
の
必
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
、
長
期
的

施
策
を
認
め
た
も
の
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
当
初
要
求
し
て
い
た
、
今
後
の
住

宅
政
策
の
具
体
的
ビ
ジ
ョ
ン
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
指
針

は
、
か
な
り
の
不
十
分
さ
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い

し
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
存
在
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
今
後
、
指

針
が
出
さ
れ
た
意
味
と
内
容
を
広
め
、
指
針
に
積
極
的
な
意
味
を
も

た
せ
る
行
政
闘
争
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
市
町
ご
と
の
課
題
を

村
井

茂



蛆
住
宅
地
区
改
良
法
が
、
一
九
六
○
年
五
月
に
施
行
さ
れ
た
。

し
か
し
、
同
法
の
改
良
地
区
指
定
要
件
が
厳
し
い
た
め
、
そ
の
要

件
を
緩
和
し
、
改
良
地
区
指
定
要
件
を
満
た
さ
な
い
地
区
で
も
住
宅

地
区
改
良
事
業
と
同
様
の
事
業
実
施
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
一
九
六

五
年
の
同
和
対
策
審
議
会
答
申
の
「
農
山
漁
村
の
中
の
特
に
戸
数
の

少
な
い
地
区
の
環
境
改
善
は
特
別
の
配
慮
を
必
要
と
す
る
」
の
趣
旨

を
受
け
て
、
一
九
七
○
年
に
小
集
落
地
区
改
良
事
業
制
度
要
綱
が
制

定
さ
れ
た
。

府
下
全
体
で
、
住
宅
地
区
改
良
事
業
及
び
小
集
落
地
区
改
良
事
業

の
施
行
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
同
和
向
改
良
住
宅
は
、
一
九
八
九
年

一
一
一
月
一
一
一
一
曰
現
在
で
一
二
、
一
一
四
一
一
一
戸
で
あ
る
。

③
大
阪
府
で
は
、
住
宅
地
区
改
良
事
業
の
促
進
を
図
ろ
た
め
、

ま
ず
、
一
九
六
三
年
に
、
大
阪
府
不
良
住
宅
除
却
費
補
助
金
交
付
規

則
を
制
定
し
、
市
町
が
施
行
す
る
不
良
住
宅
除
却
事
業
に
要
す
る
費

用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
と
し
、
一
九
六
二
年
度
事
業
か
ら
適
用

さ
れ
た
。

更
に
、
一
九
六
四
年
に
は
、
大
阪
府
住
宅
地
区
改
良
事
業
資
金
貸

付
要
綱
が
制
定
さ
れ
、
市
町
が
施
行
す
る
住
宅
地
区
改
良
事
業
に
要

す
る
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
貸
付
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。④
一
九
六
五
年
に
は
、
国
の
同
和
対
策
審
議
会
答
申
が
だ
さ

れ
、
そ
の
中
で
、
住
宅
対
策
に
つ
い
て
は
、
「
公
営
住
宅
及
び
改
良

４７「大阪府同和地区住宅対策の今後の方向」 (指導指針）について

⑦
’
九
六
九
年
に
は
、
全
国
に
先
駆
け
て
、
大
阪
府
同
和
対
策

審
議
会
答
申
が
出
さ
れ
た
。

そ
の
中
で
、
同
和
問
題
の
解
決
は
、
基
本
的
に
は
「
国
の
責
務
で

あ
り
、
同
時
に
国
民
的
課
題
で
あ
る
」
こ
と
を
認
め
る
と
と
も
に
、

「
地
方
公
共
団
体
と
し
て
の
大
阪
府
は
、
当
然
そ
の
責
務
を
分
担
す

べ
き
で
あ
り
、
す
す
ん
で
そ
の
独
自
性
を
発
揮
し
て
同
和
問
題
解
決

の
た
め
に
積
極
的
な
努
力
を
は
か
る
べ
き
」
で
、
「
府
は
、
同
和
対

策
を
率
先
し
て
推
進
す
べ
き
立
場
と
責
務
を
持
つ
も
の
と
い
え
る
…

…
。
…
…
市
町
村
の
同
和
事
業
推
進
に
対
し
、
可
能
な
限
り
の
援

助
、
指
導
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
。

住
宅
対
策
に
つ
い
て
は
、
「
市
町
村
に
お
け
る
住
宅
対
策
の
格
差

を
是
正
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
と
と
も
に
不
良
住
宅
の
除
却
を
円

滑
化
す
る
た
め
…
…
の
措
置
を
と
る
よ
う
助
成
す
る
」
と
さ
れ
て
い

る
。こ
の
答
申
を
受
け
て
、
一
九
七
○
年
に
大
阪
府
不
良
住
宅
地
区
改

善
事
業
費
助
成
要
綱
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
の
要
綱
に
よ
り
、
一
九
六
七
年
の
補
助
要
綱
及
び
貸
付
要
綱
を

改
正
し
、
市
町
の
不
良
住
宅
地
区
改
善
事
業
の
促
進
を
図
ろ
た
め
、

原
則
と
し
て
八
割
補
助
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
一
九
六
九
年
度

事
業
か
ら
適
用
さ
れ
た
。

一
九
七
○
年
の
要
綱
と
は
、
助
成
内
容
に
変
更
は
な
い
も
の
の
、

一
九
七
一
年
に
、
大
阪
府
不
良
住
宅
地
区
改
善
事
業
費
補
助
金
交
付

住
宅
の
建
設
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
」
と
さ
れ
た
。

同
じ
年
に
、
「
特
定
目
的
公
営
住
宅
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
」
の

建
設
省
住
宅
局
長
通
達
が
出
さ
れ
、
こ
の
通
達
に
お
い
て
同
和
向

公
営
住
宅
を
含
む
特
定
目
的
公
営
住
宅
に
つ
い
て
は
、
「
住
宅
困
窮

度
が
特
に
高
い
者
に
対
す
る
社
会
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
特
に
重
点
的
に
増
進
す
る
方
針
で
あ
る
…

…
」
と
さ
れ
た
。

⑤
一
九
六
七
年
に
は
、
大
阪
府
不
良
住
宅
地
区
改
善
事
業
費
補

助
要
綱
が
制
定
さ
れ
た
。

そ
の
補
助
対
象
と
し
て
、
従
前
か
ら
の
不
良
住
宅
除
却
費
の
ほ
か

に
、
土
地
整
備
費
、
一
時
収
容
施
設
整
備
費
、
改
良
住
宅
建
設
費
及

び
同
和
向
公
営
住
宅
建
設
費
を
加
え
た
の
で
府
不
良
住
宅
除
却
費

補
助
金
交
付
規
則
は
廃
止
さ
れ
た
。

同
時
に
、
大
阪
府
不
良
住
宅
改
善
事
業
資
金
貸
付
要
綱
が
制
定
さ

れ
た
。
こ
の
要
綱
は
、
一
九
六
四
年
の
貸
付
要
綱
を
改
正
し
、
貸
付

対
象
に
同
和
向
公
営
住
宅
建
設
事
業
を
加
え
る
こ
と
と
し
、
併
せ
て

要
綱
名
も
変
更
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

⑥
一
九
六
九
年
七
月
に
な
っ
て
、
わ
が
国
最
初
の
同
和
対
策
の

根
拠
法
で
あ
る
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
が
、
施
行
さ
れ
た
。

こ
の
法
律
は
「
同
対
審
」
答
申
等
の
趣
旨
を
尊
重
し
て
、
一
○
年

間
の
時
限
立
法
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
同
法
の
有

効
期
間
は
三
年
延
長
さ
れ
た
。

要
綱
と
事
業
資
金
貸
付
要
綱
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
要
綱
は
、
府
補
助
金
交
付
規
則
の
制
定
に
伴
い
、
一
九
七

○
年
の
府
不
良
住
宅
地
区
改
善
事
業
費
助
成
要
綱
を
改
定
す
る
必
要

が
生
じ
た
た
め
、
こ
の
要
綱
を
改
正
し
、
新
た
に
制
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

⑧
一
九
七
四
年
に
な
っ
て
、
国
に
お
い
て
、
住
宅
地
区
改
良
事

業
な
ど
の
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
ろ
た
め
、
一
九
六
六
年
度
か
ら

設
け
ら
れ
て
い
た
住
宅
改
修
資
金
貸
付
事
業
に
加
え
て
、
宅
地
の
取

得
及
び
住
宅
の
新
築
を
必
要
と
す
る
者
も
対
象
と
す
る
住
宅
新
築
資

金
等
貸
付
制
度
要
綱
が
制
定
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
一
九
七
七
年
度
に
新
築
資
金
、
一
九
七
八
年
度
に
宅
地

取
得
資
金
に
つ
い
て
、
貸
付
対
象
が
同
和
地
区
全
体
に
拡
大
さ
れ

た
。府
下
の
貸
付
実
績
は
、
一
九
八
九
年
三
月
三
一
日
現
在
で
、
新
築

資
金
一
六
四
件
、
改
修
資
金
一
一
一
件
、
宅
地
取
得
資
金
一
三
六
件
の

計
三
一
一
一
件
で
あ
る
。

⑨
七
○
年
代
後
半
に
入
り
、
国
に
お
い
て
、
一
九
七
六
年
に
既

設
公
営
住
宅
改
善
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
、
一
九
七
七
年
に
既
設

改
良
住
宅
改
善
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
要
綱
に
よ
り
、
既
設
の
公
営
・
改
良
住
宅
を
適
切
な
規

模
、
構
造
又
は
設
備
の
も
の
に
改
善
す
る
た
め
に
市
町
が
実
施
す
る

住
戸
改
善
に
つ
い
て
、
国
庫
補
助
金
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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蛆
大
阪
府
に
お
い
て
も
、
一
九
七
九
年
に
大
阪
府
既
設
住
宅
改
善
事

業
助
成
要
領
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
の
要
領
は
、
国
の
要
綱
を
受
け
て
府
が
助
成
し
て
き
た
市
町
の

既
設
住
宅
改
善
事
業
に
つ
い
て
、
要
件
を
具
体
的
に
定
め
た
も
の
で

あ
る
。

府
下
全
体
の
住
戸
改
善
の
実
績
は
、
一
九
八
九
年
三
月
一
一
一
一
日
現

在
で
、
公
営
住
宅
が
四
七
九
戸
、
改
良
住
宅
が
四
九
八
戸
で
あ
る
。

⑩
一
九
八
一
一
年
四
月
に
、
旧
同
対
法
施
行
一
三
年
間
に
わ
た
る

成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
な
お
残
さ
れ
た
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、
地

域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
が
、
五
年
間
の
時
限
立
法
と
し
て
、
施
行

さ
れ
た
。

大
阪
府
に
お
い
て
は
、
一
九
七
八
年
に
知
事
が
府
同
和
対
策
審
議

会
に
「
大
阪
府
に
お
け
る
今
後
の
同
和
行
政
は
如
何
に
あ
る
べ
き

か
」
に
つ
い
て
諮
問
を
行
っ
て
い
た
が
、
一
九
八
四
年
二
月
に
こ
の

地
対
法
の
も
と
で
の
同
和
対
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
答
申
が
出
さ

れ
た
。

そ
の
中
で
、
財
政
措
置
の
適
正
化
に
つ
い
て
は
、
「
今
後
事
業
に

必
要
な
非
適
用
債
事
業
の
融
資
等
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
る
べ
き

で
あ
る
」
と
さ
れ
、
ま
た
、
生
活
環
境
整
備
対
策
に
つ
い
て
は
、

「
地
区
ご
と
に
住
宅
の
整
備
を
阻
ん
で
い
る
理
由
は
異
な
っ
て
い
る

が
、
新
法
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
整
備
を
完
了
す
る
よ
う
、
市
町

村
を
指
導
す
る
」
と
さ
れ
た
。’ 

部
落
に
お
け
る
住
宅
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
、
指
針
で＃
 

は
、
①
狭
小
住
宅
に
よ
る
た
め
の
多
数
の
最
低
居
住
水
準
未
満
世
琶
市

の
あ
り
方
に
し
た
が
っ
て
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
、

今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
「
生
活
環
境
等
の
整
備
の
た
め
の
物

的
事
業
は
新
法
（
注
・
地
対
財
特
注
）
期
限
内
に
完
遂
す
る
よ
う
努

め
ろ
」
、
「
新
法
施
行
に
伴
い
、
制
度
改
定
が
な
さ
れ
た
事
業
に
つ
い

て
は
、
同
和
地
区
の
実
態
を
考
慮
し
、
特
に
必
要
な
事
業
は
経
過
的

措
置
を
講
じ
る
」
な
ど
と
さ
れ
た
。

⑫
一
九
八
七
年
に
、
国
に
お
い
て
、
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
助

成
事
業
制
度
が
拡
充
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
八
八
年
に
大
阪
府
住

宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
助
成
金
交
付
要
領
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
の
要
領
は
、
住
宅
新
築
資
金
と
宅
地
取
得
資
金
の
貸
付
事
業
の

実
施
に
伴
う
市
町
の
財
政
負
担
の
解
消
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た

も
の
だ
が
、
起
債
金
利
が
低
い
水
準
で
推
移
し
た
た
め
、
ま
た
、
同

制
度
を
実
施
し
て
い
る
市
町
が
極
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
九
八

九
年
度
ま
で
助
成
実
績
が
な
い
。

⑬
以
上
の
よ
う
に
、
部
落
の
住
宅
対
策
は
、
そ
の
実
態
を
ふ
ま

え
た
部
落
解
放
運
動
の
闘
い
の
中
か
ら
、
各
種
の
施
策
が
講
じ
ら
れ

て
き
た
の
だ
が
、
今
曰
な
お
様
々
の
問
題
を
か
か
え
て
い
ろ
。

一
一
、
部
落
に
お
け
る
住
宅
の
実
態
と
住
宅
対
策
の
課
題

の
存
在
②
単
身
者
を
含
む
高
齢
者
世
帯
の
増
加
な
ど
世
帯
構
成
の
多

様
化
（
高
齢
者
、
身
体
障
害
に
適
応
し
た
住
宅
の
必
要
性
）
③
住
宅

事
情
に
起
因
す
る
地
区
外
転
出
者
（
若
い
人
達
）
の
存
在
④
住
宅
管

理
（
維
持
管
理
体
制
・
入
居
状
況
・
家
賃
・
空
家
・
修
繕
と
補
修
）

問
題
ｌ
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
・

た
し
か
に
、
大
阪
の
被
差
別
部
落
に
お
け
る
住
環
境
は
見
ち
が
え

る
ほ
ど
の
変
化
を
と
げ
た
が
、
今
日
で
も
三
五
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
狭
小
住
宅
が
六
千
戸
、
最
低
居
住
水
準
未
満
の
住
宅
は
三
一
・
五

％
（
一
九
八
二
年
調
査
）
と
い
う
実
態
が
存
在
す
る
な
ど
、
住
宅
の

狭
さ
や
老
朽
化
が
極
め
て
深
刻
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
。
多
人
数
向

け
、
老
人
世
帯
用
、
「
障
害
」
者
家
族
用
等
、
多
目
的
で
、
多
様
な

住
宅
の
新
築
な
ら
び
に
改
築
が
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
若
年
層
の
地
区
外
流
出
を
防
ぎ
、
結
婚
に
対
応
で
き
る
住
宅
の

確
保
計
画
と
公
営
住
宅
の
建
設
が
必
要
で
あ
る
。

一
九
八
二
年
一
○
月
に
行
な
っ
た
府
下
四
七
地
区
の
実
態
調
査
の

分
析
結
果
に
お
い
て
、
す
で
に
様
々
の
課
題
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
き

て
い
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
○
年
五
月
に
府
は
府
下
四
八
地
区
を
対

象
に
部
落
の
総
合
的
な
実
態
調
査
を
お
こ
な
う
予
定
で
あ
る
。

指
針
に
示
さ
れ
て
い
る
課
題
に
加
え
、
こ
う
し
た
調
査
で
明
ら
か

と
な
っ
た
実
態
（
課
題
）
の
抜
本
的
な
改
善
に
む
け
た
諸
施
策
が
講

じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ろ
。

一
九
八
五
年
に
は
、
大
阪
府
既
設
住
宅
居
住
者
用
駐
車
場
整
備
事

業
貸
付
要
領
が
制
定
さ
れ
、
「
同
和
地
区
住
民
の
社
会
的
経
済
的
生

活
の
向
上
を
図
り
、
併
せ
て
同
和
地
区
の
生
活
環
境
の
改
善
を
促
進

す
る
た
め
既
設
同
和
向
公
営
・
改
良
住
宅
居
住
者
の
用
に
供
す
る
駐

車
場
を
整
備
す
る
市
町
村
に
対
し
府
が
貸
付
す
る
」
こ
と
と
な
り
、

’
九
八
四
年
度
事
業
か
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
制
度
に
よ
る
府
下
の
駐
車
場
整
備
実
績
は
、
一
九
八
九
年
三

月
一
一
一
一
日
現
在
で
三
四
一
台
分
で
あ
る
。

⑪
五
年
間
の
時
限
立
法
で
あ
っ
た
旧
地
対
法
の
期
限
切
れ
の
一

九
八
七
年
四
月
に
、
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上

の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
地
対
財
特
注
）
が
、
過
去
一
八
年
間

に
わ
た
る
特
別
法
に
基
づ
く
関
係
施
策
の
推
進
等
に
よ
り
、
対
象
地

域
の
実
態
は
一
定
の
改
善
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
な
お
引
続
き
実
施

す
べ
き
事
業
が
、
か
な
り
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
地
域
改
善
対

策
特
定
事
業
に
つ
い
て
そ
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
実
施
を
図
ろ
た
め
、

…
…
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
を
定
め
ろ
」
こ
と
を
趣
旨
に
、
五
年

間
の
時
限
立
法
と
し
て
、
四
月
に
施
行
さ
れ
た
。

ま
た
、
一
九
八
八
年
二
月
に
、
「
大
阪
府
に
お
け
る
今
後
の
同
和

行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
の
府
同
対
審
答
申
が
出
さ
れ
た
。

そ
の
中
で
、
「
同
和
問
題
の
根
本
的
解
決
と
い
う
基
本
姿
勢
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
個
々
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
の
性
格
と
こ

れ
ま
で
の
成
果
と
を
十
分
に
検
討
し
、
後
述
す
る
今
後
の
同
和
行
政
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四
持
家
取
得
の
支
援

ァ
、
住
宅
新
築
資
金
貸
付
事
業
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
七
年
度

に
貸
付
助
成
事
業
制
度
が
拡
充
さ
れ
て
、
赤
字
が
出
な
い
よ

う
起
債
金
利
に
応
じ
て
助
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、

制
度
化
し
て
い
な
い
市
町
は
地
区
の
特
性
を
踏
ま
え
て
制
度

化
を
図
る
こ
と
。

（
現
在
、
制
度
実
施
市
町
は
五
市
一
町
）

ィ
、
換
地
造
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
同
和
地
区
の
環
境
整
備
事

業
に
伴
う
住
宅
の
買
収
除
却
対
象
者
で
、
か
つ
自
ら
の
居
住

の
用
に
供
す
る
住
宅
の
建
設
を
行
う
者
に
対
し
て
、
換
地
を

供
給
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
業
協
力
者
が
少
し
で

も
広
い
代
替
地
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、

今
後
と
も
そ
の
推
進
に
努
め
る
こ
と
。

③
需
要
に
見
合
っ
た
供
給

ァ
、
多
家
族
向
の
住
宅
を
供
給
す
る
な
ど
、
需
要
に
適
切
に
対

応
す
る
こ
と
。

Ⅲ
居
住
水
準
の
向
上

ア
、
府
下
衛
生
都
市
の
住
戸
改
善
実
績
が
一
九
八
八
年
度
ま
で

で
、
増
改
築
、
浴
室
増
築
で
四
○
三
戸
と
少
な
い
の
で
、
既

設
住
宅
の
状
況
を
踏
ま
え
、
住
戸
改
善
計
画
を
策
定
し
、
事

業
を
実
施
す
る
こ
と
。

（
府
助
成
対
象
の
現
状
）

同
国
庫
補
助
に
係
る
事
業
で
あ
る
こ
と
。

Ⅲ
居
住
水
準
の
向
上
ま
た
は
身
体
障
害
の
利
用
に
供
す
る

た
め
の
設
備
等
の
改
善
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈲
改
造
後
の
規
模
は
専
用
面
積
が
八
○
平
方
メ
ー
ト
ル
以

三
、
課
題
へ
の
対
応
（
市
町
へ
の
指
導
内
容
）

ィ
、
若
年
層
の
地
区
外
流
出
の
う
ち
、
住
宅
事
情
が
主
要
因
に

よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
活
用
計
画
を
策
定
す
る
な
ど
適
切

な
対
処
方
策
を
講
ず
る
こ
と
。

な
ど
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

イ
、
居
住
水
準
の
向
上
の
た
め
に
は
、
規
模
増
の
み
で
は
な
く

居
住
性
能
、
設
備
の
向
上
も
必
要
で
あ
り
、
今
後
と
も
そ
の

推
進
を
図
る
こ
と
。

（
府
助
成
対
象
の
現
状
）

同
住
宅
の
質
の
向
上
を
図
ろ
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

事
業
で
あ
る
こ
と
。

川
法
令
の
改
正
に
伴
い
改
善
を
必
要
と
す
る
事
業
で
あ
る

こ
と
。

内
で
あ
る
こ
と
。

回
住
宅
管
理
の
適
性
化

ァ
、
入
居
者
の
選
考
は
適
正
か
つ
公
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
の
後
も
地
区
の
協
力
を
得
な
が
ら
定
期
的
に
調

査
を
行
い
、
法
令
等
に
基
づ
く
適
正
な
状
態
で
住
宅
を
管
理

す
る
こ
と
。

ィ
、
計
画
修
繕
、
退
去
時
補
修
を
適
切
に
行
っ
て
既
存
の
同
和

向
住
宅
の
有
効
活
用
を
図
ろ
こ
と
。

ゥ
、
府
同
対
審
答
申
で
も
「
家
賃
の
適
正
化
」
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
の
で
、
各
事
業
主
体
の
同
和
対
策
事
業
の
経
緯
、
地
区

住
民
の
生
活
実
態
に
配
慮
し
つ
つ
、
審
議
機
関
等
の
意
見
も

徴
し
て
決
定
す
る
こ
と
。

②
高
齢
者
対
策
等
福
祉
施
策
の
充
実

・
老
人
向
に
つ
い
て
は
、
低
層
階
空
家
の
確
保
・
活
用
を
図
ろ
と

と
も
に
、
老
人
世
帯
向
・
老
人
同
居
世
帯
向
住
宅
の
供
給
を
推

進
す
る
こ
と
。

●
身
体
障
害
者
向
に
つ
い
て
は
、
入
居
予
定
の
ニ
ー
ズ
及
び
障
害

の
程
度
に
配
慮
し
た
特
別
設
計
住
宅
を
供
給
す
る
こ
と
。

・
そ
の
他
、
老
人
、
身
体
障
害
者
の
曰
常
生
活
に
配
慮
し
た
手
す

り
の
設
置
や
建
物
の
内
部
及
び
周
辺
部
の
段
差
を
少
な
く
す
る

（
例
）
電
気
容
量
ア
ッ
プ
、
窓
枠
改
善
、
防
災
・
防
犯
改
修

な
ど
。

ウ
、
住
宅
だ
け
で
な
く
、
団
地
の
住
環
境
の
向
上
も
図
る
必
要

が
あ
る
。

（
府
助
成
対
象
の
現
状
）

団
地
の
付
帯
施
設
等
が
未
整
備
の
団
地
で
国
の
補
助
を
受
け
て

行
う
環
境
改
善
事
業
。

ａ
、
集
会
所
（
室
）

ｂ
、
子
ど
も
の
遊
び
場

ｃ
、
排
水
処
理
施
設

ｄ
、
屋
外
消
火
栓

二
既
存
住
宅
の
有
効
活
用
と
し
て
世
帯
構
成
に
見
合
う
住
み

替
え
も
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
府
助
成
対
象
の
現
状
）

同
道
路
（
四
ｍ
以
上
六
ｍ
以
下
の
団
地
内
道
路
及
び
進
入

路
）

Ⅲ
給
排
水
施
設
（
各
戸
浄
化
槽
を
除
く
）

㈲
公
園
、
緑
地
ま
た
は
広
場

目
子
ど
も
の
遊
び
場

㈹
集
会
所
（
室
）
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ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
住
宅
闘
争
の
成
果
を
守
り
、
今
曰
の
課
題
を

解
決
す
る
た
め
に
は
、
周
辺
共
闘
を
は
じ
め
と
し
た
共
同
闘
争
の
発

展
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
わ
れ
わ
れ
の
繊
密
な
対
応
が

必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

「
解
放
が
目
的
、
要
求
は
手
段
」
の
原
則
の
確
認
は
何
よ
り
大
切

で
あ
る
。
よ
り
よ
い
町
づ
く
り
、
よ
り
よ
い
住
宅
づ
く
り
は
、
よ
り

よ
い
人
づ
く
り
、
組
織
づ
く
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ｌ
と
私
は

考
え
る
。
部
落
解
放
へ
の
「
意
識
」
を
高
め
、
「
組
織
」
を
強
め
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
住
宅
建
設
は
組
織
建
設
と
の
観
点
に
立
ち
、

部
落
解
放
運
動
に
よ
っ
て
か
ち
と
っ
た
施
設
（
住
宅
）
の
民
主
的
管

理
能
力
を
高
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
い
っ
そ
う
強
化
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
う
。

水
準
未
満
世
帯
や
「
障
害
」
者
・
高
齢
者
世
帯
の
実
態
、
ま
た
、
住

宅
管
理
の
実
態
な
ど
の
現
状
を
よ
く
点
検
し
、
町
づ
く
り
と
あ
わ

せ
、
今
後
の
と
り
く
み
方
針
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

増
改
築
や
二
戸
一
、
さ
ら
に
高
齢
者
や
「
障
害
」
者
向
け
住
宅
の

改
善
要
求
を
ふ
ま
え
、
制
度
充
実
、
基
準
の
改
善
な
ど
抜
本
策
の
確

立
に
む
け
た
と
り
く
み
も
大
切
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
要
求
の

前
進
と
も
か
か
わ
っ
て
重
要
な
、
住
宅
入
居
・
管
理
の
あ
り
方
や
家

賃
問
題
等
に
つ
い
て
も
論
議
、
研
究
を
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
ー
ド
面
の
前
進
に
は
、
つ
ね
に
よ
く
ソ
フ
ト
面
を
検
討
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

②
事
業
の
推
進

①
当
面
、
府
と
市
が
連
携
し
て
、
法
期
限
内
に
実
施
見
込
事
業

量
を
完
遂
す
る
よ
う
事
業
を
計
画
的
に
推
進
す
る
。

②
住
宅
及
び
住
環
境
改
善
に
対
す
る
府
民
へ
の
啓
発
が
重
要
で

あ
る
。

③
現
行
の
「
地
対
財
特
注
」
の
期
限
後
に
つ
い
て
も
、
課
題
へ

の
対
応
に
基
づ
き
、
地
区
ご
と
の
特
性
を
踏
ま
え
た
長
期
的

な
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

Ⅲ
役
割
分
担

●
府
は
、
国
に
対
し
必
要
な
財
源
の
確
保
等
を
強
く
働
き
か
け

る
と
と
も
に
、
関
係
機
関
と
の
連
携
の
も
と
に
市
町
に
対
す

る
指
導
・
支
援
に
努
め
る
。

、
市
町
は
、
地
区
の
実
情
に
き
め
細
か
く
対
応
し
な
が
ら
住
民

及
び
住
環
境
の
整
備
改
善
を
推
進
す
る
こ
と
。

四
、
事
業
の
推
進
等

以
上
、
誠
に
不
十
分
な
「
解
説
」
で
申
し
訳
な
い
が
、
指
針
内
容

紹
介
の
補
足
と
い
う
こ
と
で
お
許
し
頂
き
た
い
。

指
針
の
最
後
に
同
和
向
住
宅
の
状
況
に
つ
い
て
の
資
料
も
掲
載
し

て
お
い
た
が
、
こ
れ
を
見
る
と
、
あ
ら
た
め
て
、
指
針
が
指
摘
す
る

実
態
が
は
っ
き
り
と
浮
か
び
あ
が
っ
て
い
る
。
建
設
年
次
の
古
い
住

宅
は
、
か
な
り
狭
小
な
も
の
が
多
く
、
大
阪
市
を
除
く
府
下
の
調
査

で
、
一
九
八
八
年
三
月
一
一
一
一
日
現
在
の
最
低
居
住
水
準
未
満
世
帯

は
、
一
一
一
、
八
九
○
世
帯
（
全
世
帯
一
一
一
、
四
四
五
世
帯
の
三
一
・
一
一
一

％
、
大
阪
府
平
均
は
一
六
・
二
％
）
に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
こ
れ
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
と
り
く
み
の
方
は
ど
う
か
・
・
・

同
じ
府
下
市
町
の
調
査
に
よ
る
住
戸
改
善
実
績
は
、
四
○
三
一
戸
と
な

っ
て
お
り
、
大
阪
市
で
も
、
四
二
八
戸
（
浴
室
の
み
増
築
は
除
く
）

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
今
後
、
せ
っ
か
く
の
住
宅
が
鉄
筋
ス
ラ
ム
に

な
ら
な
い
た
め
の
既
設
住
宅
の
住
戸
改
善
な
ど
の
と
り
く
み
を
強
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
回
の
指
針
に
も
と
づ
く
市
町
段
階
の
具
体
的
計
画
の
策
定
と
実

行
及
び
府
の
積
極
的
な
指
導
と
援
助
を
求
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
も
わ
れ
わ
れ
が
各
地
区
ご
と
に
、
最
低
居
住

お
わ
り
に
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１
最
低
居
住
水
準
未
満
居
住
世
帯
の
多
数
存
在

ァ
建
築
年
次
の
古
い
公
営
・
改
良
住
宅
は
、
現
在
の
水
準
か
ら
み
る
と

狭
小
な
も
の
が
多
い
。

大
阪
市
を
除
く
府
下
事
業
主
体
の
協
力
を
得
て
調
査
（
以
下
「
今
回

調
査
」
と
い
う
）
し
た
と
こ
ろ
、
昭
和
六
三
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日
現
在
の
最

低
居
住
水
準
未
満
居
住
世
帯
は
、
三
、
八
九
○
世
帯
（
全
世
帯
一
一
一
、

四
四
五
世
帯
の
三
一
・
一
一
一
％
）
に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

イ
比
較
的
早
期
に
建
設
さ
れ
た
住
宅
の
設
備
機
能
は
、
そ
の
後
の
生
活

水
準
の
著
し
い
向
上
に
よ
り
、
電
気
容
量
が
小
さ
い
、
給
水
圧
が
低

い
、
あ
る
い
は
風
呂
の
設
置
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
な
ど
現
在
の
生
活
水
準

に
は
十
分
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

２
単
身
者
を
含
む
高
齢
者
世
帯
の
増
加
な
ど
世
帯
構
成
の
多
様
化

ァ
昭
和
五
五
年
の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
府
の
六
五
歳
以
上
の
老
人
比

率
は
七
・
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
五
七
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け

て
府
下
六
市
の
地
区
で
実
施
さ
れ
た
「
同
和
地
区
に
お
け
る
社
会
福
祉

に
関
す
る
実
態
調
査
」
に
よ
る
と
、
地
区
の
六
五
歳
以
上
の
老
人
比
率

は
七
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
。

昭
和
六
○
年
の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
府
の
六
五
歳
以
上
の
老
人
比

率
は
八
・
三
％
と
全
国
で
四
番
目
に
〃
若
い
〃
都
道
府
県
で
あ
る
が
、

平
成
二
七
年
（
二
○
一
五
年
）
に
は
一
一
一
・
一
％
と
全
国
水
準
に
達
す

る
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
高
齢
者
が
長
年
住
み
慣
れ
た
地
域
社
会
で
安

心
し
て
生
活
し
て
い
け
る
よ
う
、
高
齢
者
の
生
活
に
適
応
し
た
住
宅
を

用
意
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

５４３２１ 同
和
地
区
の
住
宅
対
策
は
地
区
の
生
活
環
境
の
改
善
の
根
幹
を
な
す
も
の

で
あ
り
、
同
和
問
題
の
根
本
的
解
決
を
目
指
す
施
策
の
一
環
と
し
て
そ
の
充

実
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
今
日
ま
で
、
地
区
の
住
環
境
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
住
宅

に
困
窮
す
る
世
帯
に
対
し
、
公
営
住
宅
及
び
改
良
住
宅
の
供
給
を
進
め
、
居

住
生
活
の
安
定
向
上
に
相
当
の
成
果
を
得
て
き
た
が
、
な
お
残
さ
れ
た
課
題

の
解
決
を
目
指
し
て
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
今
後
の
住
宅
対
策
の
方
向
を
定

め
る
。

〈
資
料
〉

は
じ
め
に
（
目
的
・
性
格
）

〔
１
〕
同
和
地
区
住
宅
対
策
の
経
緯
（
個
々
の
内
容
省
略
）

昭
和
一
一
六
年
公
営
住
宅
法
公
布
施
行

昭
和
三
五
年
住
宅
地
区
改
良
法
公
布
施
行

昭
和
三
八
年
大
阪
府
不
良
住
宅
除
却
費
補
助
金
交
付
規
則
制
定

昭
和
三
九
年
大
阪
府
住
宅
地
区
改
良
事
業
資
金
貸
付
要
綱
制
定

昭
和
四
○
年
同
和
対
策
審
議
会
（
国
）
答
申

大
阪
府
同
和
地
区
住
宅
対
策
の

今
後
の
方
向
ｌ
指
導
指
針
Ｉ

大
阪
府
（
’
九
八
九
・
三
・
一
一
）

イ
高
齢
化
社
会
の
進
行
に
伴
い
、
在
宅
ケ
ア
が
求
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ

り
老
人
世
帯
の
次
世
代
世
帯
等
と
の
同
居
も
し
く
は
近
接
居
住
へ
の
志

向
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。

ウ
身
体
障
害
者
は
、
そ
の
障
害
の
程
度
に
よ
っ
て
住
宅
に
対
す
る
要
求

が
異
な
る
の
で
、
障
害
者
の
ニ
ー
ズ
及
び
障
害
の
程
度
に
配
慮
し
た
住

宅
及
び
住
環
境
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

３
住
宅
事
情
に
起
因
す
る
地
区
外
転
出
者
の
存
在

ア
比
較
的
早
期
に
建
設
さ
れ
た
同
和
向
住
宅
は
狭
小
な
も
の
が
多
く
、

子
供
が
成
長
し
結
婚
す
る
際
に
地
区
内
に
適
当
な
住
宅
が
な
い
場
合
も

あ
り
、
地
区
外
に
住
宅
を
求
め
る
状
況
が
あ
る
。

イ
地
区
に
よ
っ
て
は
空
家
が
少
な
く
、
周
辺
ア
パ
ー
ト
等
で
空
家
待
ち

し
て
い
る
状
況
も
あ
る
。

４
住
宅
管
理
の
不
徹
底

ア
府
同
和
対
策
審
議
会
答
申
（
昭
和
五
九
年
二
月
）
で
、
「
既
設
の
公

営
・
改
良
住
宅
に
つ
い
て
は
、
…
…
維
持
管
理
体
制
の
確
立
、
不
正
入

居
の
防
止
、
家
賃
の
適
正
化
な
ど
を
指
導
す
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
て

い
る
。

イ
近
年
、
多
方
面
か
ら
空
家
問
題
を
含
め
同
和
向
住
宅
の
管
理
に
つ
い

て
問
題
提
起
が
あ
り
、
建
設
省
か
ら
も
管
理
の
整
備
強
化
を
図
る
よ
う

指
導
さ
れ
て
い
る
。

ウ
早
期
に
建
設
さ
れ
た
同
和
向
住
宅
の
中
に
は
、
適
切
な
修
繕
又
は
補

修
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
か
え
っ
て
補
修
費
が
か
さ
む
状
況

が
あ
る
。

2０１９ 1８ 1７１６１５１４ 1３ 1２１１１０９８７ 

６
昭
和
四
○
年
特
定
目
的
公
営
住
宅
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

昭
和
四
二
年
大
阪
府
不
良
住
宅
地
区
改
善
事
業
費
補
助
要
綱
制
定

昭
和
四
二
年
大
阪
府
不
良
住
宅
改
善
事
業
資
金
貸
付
要
綱
制
定

昭
和
四
四
年
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
公
布
施
行

昭
和
四
四
年
大
阪
府
同
和
対
策
審
議
会
答
申

昭
和
四
五
年
大
阪
府
不
良
住
宅
地
区
改
善
事
業
費
助
成
要
綱
制
定

昭
和
四
六
年
大
阪
府
不
良
住
宅
地
区
改
善
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱

大
阪
府
不
良
住
宅
地
区
改
善
事
業
資
金
貸
付
要
綱
制
定

昭
和
五
一
年
既
設
公
営
住
宅
改
善
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
（
国
）

昭
和
五
二
年
既
設
改
良
住
宅
改
善
事
業
費
補
助
金
交
付
要
綱
（
国
）

制
定

昭
和
五
四
年
大
阪
府
既
設
住
宅
改
善
事
業
助
成
要
領
制
定

昭
和
五
七
年
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
公
布
施
行

昭
和
五
九
年
大
阪
府
同
和
対
策
審
議
会
答
申

昭
和
六
○
年
大
阪
府
既
設
住
宅
居
住
者
用
駐
車
場
整
備
事
業
貸
付
要

領
制
定

昭
和
六
二
年
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別

措
置
に
関
す
る
法
律
公
布
施
行

昭
和
六
三
年
大
阪
府
同
和
対
策
審
議
会
答
申

昭
和
六
三
年
大
阪
府
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
助
成
金
交
付
要
領

制
定

〔
２
〕
現
状
と
課
題

（
建
設
省
住
宅
局
長
通
達
）

！
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閃
〔
３
〕
課
題
へ
の
対
応

に
対
応
す
る
よ
う
市
町
を
指
導
す
る
。

ィ
若
年
層
の
地
区
外
流
出
に
つ
い
て
は
、
地
区
内
に
住
み
た
い
の
に
適

当
な
住
む
家
が
な
い
と
い
う
要
因
に
よ
る
も
の
は
適
切
な
対
処
方
策
を

讃
ず
る
よ
う
市
町
を
指
導
す
る
。

４
持
家
取
得
の
支
援

ァ
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
制
度
に
つ
い
て
は
、
現
在
七
市
二
町
が
事
業

実
施
に
必
要
な
条
例
を
制
定
し
て
い
る
。

昭
和
六
二
年
度
に
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
助
成
事
業
制
度
が
拡
充
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
新
規
貸
付
分
に
つ
い
て
は
貸
付
事
業
の
実
施
に
伴

う
構
造
的
赤
字
は
生
じ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
地
区
の
住
環
境
の

整
備
を
行
う
た
め
、
よ
り
多
く
の
市
町
が
制
度
化
を
図
る
よ
う
指
導
す

る
。

ィ
財
団
法
人
大
阪
府
同
和
金
融
公
社
の
住
宅
等
取
得
資
金
貸
付
制
度
に

つ
い
て
は
、
逐
次
そ
の
拡
充
が
図
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今

後
と
も
諸
情
勢
の
推
移
を
見
な
が
ら
、
制
度
の
拡
充
に
つ
い
て
公
社
に

働
き
か
け
る
。

ゥ
換
地
造
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
改
良
事
業
用
地
等
を
提
供
し
た
人
が

少
し
で
も
広
い
代
替
地
を
取
得
で
き
る
よ
う
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
今

後
と
も
そ
の
推
進
に
努
め
る
よ
う
市
町
を
指
導
す
る
。

５
住
宅
管
理
の
適
正
化

ァ
入
居
者
の
選
考
に
つ
い
て
は
、
同
和
向
住
宅
の
目
的
を
踏
ま
え
住
宅

困
窮
度
合
な
ど
を
勘
案
し
て
、
適
正
か
つ
公
正
に
行
う
よ
う
市
町
を
指

導
す
る
。

入
居
後
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
地
元
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
常
に
入

１
居
住
水
準
の
向
上

ァ
居
住
水
準
の
向
上
を
図
る
方
策
と
し
て
は
、
ま
ず
住
戸
改
善
に
よ
る

床
面
積
増
が
考
え
ら
れ
る
が
、
府
下
衛
星
都
市
の
今
回
調
査
に
よ
る
住

戸
改
善
実
績
は
、
改
築
が
一
五
九
戸
、
一
部
屋
増
築
が
一
八
○
戸
、
浴

室
増
築
が
六
四
戸
の
計
四
○
一
一
一
戸
と
な
っ
て
い
る
。

過
半
数
の
事
業
主
体
が
今
後
住
戸
改
善
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
的

確
な
手
法
に
よ
る
効
率
的
な
改
善
計
画
を
策
定
す
る
よ
う
指
導
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
他
の
事
業
主
体
に
つ
い
て
も
既
設
住
宅
の
状
況
を
踏
ま

え
、
必
要
に
応
じ
住
戸
改
善
を
実
施
す
る
よ
う
市
町
を
指
導
す
る
。

ィ
居
住
水
準
の
向
上
の
た
め
に
は
、
規
模
増
だ
け
で
は
な
く
、
居
住
性

能
、
設
備
の
水
準
の
向
上
も
必
要
で
あ
る
。

住
戸
改
善
を
実
施
す
る
際
に
行
わ
れ
る
電
灯
幹
線
の
増
強
や
安
全
・

防
災
性
能
の
向
上
の
た
め
の
工
事
実
績
に
つ
い
て
は
、
今
回
調
査
に
よ

る
と
五
、
○
一
四
戸
と
な
っ
て
お
り
、
今
後
と
も
そ
の
推
進
を
図
る
よ

う
市
町
を
指
導
す
る
。

ゥ
住
宅
そ
の
も
の
の
水
準
を
高
め
る
だ
け
で
な
く
、
団
地
の
住
環
境
の

向
上
を
図
る
た
め
に
、
集
会
所
の
整
備
や
植
樹
、
植
栽
に
よ
る
緑
化
を

推
進
す
る
と
と
も
に
、
団
地
の
立
地
条
件
を
考
慮
し
た
駐
車
場
の
整
備

の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
よ
う
市
町
を
指
導
す
る
。

ェ
既
存
住
宅
の
有
効
活
用
の
手
法
と
し
て
、
世
帯
構
成
に
見
合
う
住
替

え
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
単
身
者
に
つ
い
て
住
替
え
に
対
す
る
協
力
を

求
め
る
こ
と
と
し
、
特
に
高
齢
単
身
者
に
つ
い
て
は
設
備
面
の
配
慮
を

１
役
割
分
担

ァ
同
和
向
住
宅
の
課
題
の
解
決
を
図
ろ
た
め
に
は
、
府
、
市
町
が
そ
れ

ぞ
れ
の
責
務
を
認
識
し
、
適
切
に
役
割
を
分
担
し
対
処
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

ィ
府
は
、
国
に
対
し
必
要
な
財
源
の
確
保
等
を
強
く
働
き
か
け
る
と
と

し
つ
つ
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

具
体
的
な
方
策
と
し
て
は
、
住
戸
改
善
及
び
改
修
に
合
わ
せ
て
、
小

家
族
と
標
準
家
族
と
の
住
替
え
を
行
う
と
か
、
低
層
階
に
つ
い
て
高
齢

者
向
設
備
改
善
を
行
い
、
高
齢
単
身
者
又
は
老
夫
婦
の
み
世
帯
に
入
居

し
て
も
ら
い
、
も
と
の
住
宅
を
住
替
え
用
に
充
て
る
な
ど
の
方
策
を
講

じ
る
よ
う
市
町
を
指
導
す
る
。

２
高
齢
者
対
策
等
福
祉
施
策
の
充
実

（
老
人
向
住
宅
）

ァ
同
和
向
住
宅
の
低
層
階
空
家
の
確
保
・
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
老

人
世
帯
向
住
宅
及
び
老
人
同
居
世
帯
向
住
宅
の
供
給
を
推
進
す
る
よ
う

市
町
を
指
導
す
る
。

イ
老
人
の
日
常
生
活
に
配
慮
し
た
手
す
り
の
設
置
や
建
物
の
内
部
及
び

周
辺
部
の
段
差
を
少
な
く
す
る
な
ど
の
対
策
に
つ
い
て
市
町
を
指
導
す

る
。

（
身
体
障
害
者
向
住
宅
）

ァ
身
体
障
害
者
向
住
宅
に
つ
い
て
は
、
入
居
予
定
者
の
ニ
ー
ズ
及
び
障

害
の
程
度
に
配
慮
し
た
特
別
設
計
住
宅
の
供
給
な
ど
を
市
町
に
指
導
す

る
。

イ
身
体
障
害
者
の
日
常
生
活
に
配
慮
し
た
手
す
り
の
設
置
や
建
物
の
内

部
及
び
周
辺
部
の
段
差
を
少
な
く
す
る
な
ど
の
対
策
に
つ
い
て
市
町
を

指
導
す
る
。

３
需
要
に
見
合
っ
た
供
給

ァ
世
帯
構
成
等
の
基
礎
デ
ー
タ
及
び
地
元
の
需
要
を
き
め
細
か
く
把
握

す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
家
族
向
の
住
宅
を
供
給
す
る
な
ど
需
要
に
適
切

居
状
況
を
把
握
し
、
法
令
等
に
基
づ
く
適
正
な
状
態
で
住
宅
を
管
理
す

る
よ
う
市
町
を
指
導
す
る
。

ィ
住
宅
や
付
帯
設
備
等
の
性
能
維
持
の
た
め
に
実
施
す
る
計
画
修
繕
の

ほ
か
退
去
時
補
修
な
ど
を
適
切
に
行
っ
て
既
存
住
宅
の
有
効
活
用
を
図

る
よ
う
市
町
を
指
導
す
る
。

ウ
公
営
住
宅
及
び
改
良
住
宅
の
家
賃
に
つ
い
て
は
、
公
営
住
宅
法
に
規

定
す
る
家
賃
限
度
額
以
下
で
、
事
業
主
体
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。同
和
向
住
宅
の
家
賃
に
つ
い
て
は
、
各
事
業
主
体
が
建
設
当
時
の
同

和
地
区
及
び
地
区
住
民
の
生
活
実
態
な
ど
の
状
況
を
勘
案
し
て
政
策
家

賃
を
決
定
し
た
ま
ま
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
例
が
多
い
。

地
区
住
民
の
生
活
基
盤
の
確
立
化
の
中
で
、
適
切
な
家
賃
負
担
の
実

現
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
居
住
水
準
の
引
上
げ
に
伴
っ
て
家
賃

の
見
直
し
も
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

具
体
の
家
賃
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
各
事
業
主
体
に
お
け
る
同
和

対
策
事
業
の
経
緯
、
地
区
住
民
の
生
活
実
態
に
配
慮
し
つ
つ
、
審
議
機

関
等
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

結
び



５９「大阪府同和地区住宅対策の今後の方向」（指導指針）について 5８ 

’ 
も
に
、
関
係
機
関
と
の
連
携
の
も
と
に
市
町
に
対
す
る
指
導
と
積
極
的

な
支
援
に
努
め
る
。

ウ
市
町
は
、
基
礎
的
自
治
体
と
し
て
、
地
区
の
実
情
に
き
め
細
か
く
対

応
し
な
が
ら
、
住
宅
及
び
住
環
境
の
整
備
改
善
を
推
進
す
る
。

２
事
業
の
推
進

ァ
当
面
、
府
と
市
町
と
が
連
携
し
、
府
同
和
対
策
審
議
会
答
申
（
昭
和

六
三
年
一
一
月
）
を
踏
ま
え
て
、
新
法
期
限
内
に
実
施
見
込
事
業
量
を
完

遂
す
る
よ
う
事
業
を
計
画
的
に
推
進
す
る
。

イ
住
宅
及
び
住
環
境
の
整
備
改
善
を
図
る
た
め
に
は
、
そ
の
施
策
の
必

要
性
等
に
つ
い
て
府
民
の
理
解
と
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

ウ
新
法
期
限
後
に
つ
い
て
も
、
「
課
題
へ
の
対
応
」
に
基
づ
き
、
地
区

ご
と
の
特
性
を
踏
ま
え
た
長
期
的
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

繍
鴎
枡
爾
望
画
智
可
陣
睡
・
母
舸
南
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、
井
翰

〈
一
や
エ
ェ
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へ
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室
）
《
一
｛
》
二
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一
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豊
香
・
片
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芦
一
一
一
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〈
〉

同和向住宅世帯人数別・規模別居住状況

入居世帯人数別区分

家
別

１人 ３人２人 ４人 小計５人 ６人～

－１６㎡

1６－２９ 

１２Ｍ ４５２６ 

３９＝５０ ４３１８ ．･Ｊｏｎ０４ 
■ 

５０＝５Ｇ 

２Ｇ２４ ５OＢ ２２Ｇｇ 

1３７９９ ２５５４ ２ｍｇ ３４９１２４４５ 

水準未満 1７７３ ３０９ ３８９０ 

宙合（％） Ｇ８．０ 8８．５ 

注11988年３月３１日現在である。

２管理台帳に基づくものである。

３大阪市を除く。

４市単費で建設したものは含まない（吹田市１２戸、大東市10戸)。

５蕊蕊は最低居住水準未満世帯である。
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